
令租 6年分

所 得税定 説 のお知らせ

【説明会の対象者】源泉徴収義務者(給与の支払者〉

給与所得者に刻する定額減税の実施方法について説明します。

3 月 I I 4 月 11 

催 令和6年4月9日〈火〉 11 
令和6年3月26日(火〉

11 
日

令和6年4月18日(木〉
r-・・・ 司

時 1回目 1 0 : 30 r-.J 1 2 : 00 1回目 1 0 : 30 r-.J 1 2 : 00 
聞 〈関揚 10:∞〉 〈開揚 10:00) 

• 2回目 14:αコr-.J 15 : 30 2回目 1 4 : 00 r-.J 1 5 : 30 

定 〈開揚 13:30) 〈関揚 13: 30) 

F電 各国 80名 各国 200名

開 彦根商工会議所 4階 ひこね市文化プフザ
催

彦根市申央町 3 -8 〈エコーホール〉
揚

※ 駐車場に限りがございますので、なるべく 彦根市野瀬町 187-4
所 公共交通機関をご利用ください

一
命彦根税務署 油社団法人彦根納税協会

説明会は、 予約制となって

います。 LINE又は電話で

予約をお願いします!

〈予約の方法は裏面〉

5 、月

令和6年5月8日〈水〉

令和6年5月16日〈木〉

1回目 1 0 : 30 r-.J 1 2 : 00 
〈開揚 10:00) 

2回目 14 : 00 r-.J 1 5 : 30 
(開揚 13: 30) 

各 国 200名

ひこね市文化プフザ
〈エコーホール〉

彦根市野瀬町 187-4

(令和 6年2月〉

， ~ 



給与支払者の事 務の あら まし

【給与所得者に苅する定書毘j嚇見の菊包者】

主たる給与等の支払者 が実施

従たる給与等の支払者は実施しない

【給与所得者に対する定額j跡見】

給与所得者に対する定額減税は、扶

聾控際等申告書を提出している給与

所得者(し1わゆる 甲欄適用者 〉に対し

て、その 給与等を支払う際 に、 源泉徴収

税額から定額減税額を控除 する。

説明会の予約方 法

【給与所得者に対する実施方法】

主たる給与の支払者である源泉徴収義務者による「月次

減税事務」及び「年調減税事務」の実施

目本人 3万円
② 同一生計配偶者及び扶養親族・・・ 1人につき3万円

〔本人と生計をーにする配偶者及び親族等で合計所得金績が48万円以下の居住者〉

制 1"'5月 繍 6年6月'" r翠認定』

ごの聞に支払う給与等は、

斬所側法lこ規定する

税額表等により霊泉徴収

-理置富司・
ごの聞に支払う給与等は、

現行所得税法!こ規定する

税額表等|こより霊泉徴四

STEP2の画面

【個人住民税】

特別徴収の揚合、徴収額から控除

① 本 人 ・・・ 1万円

② 同一生計配偶者及び扶養親族

1人につき1万円

国税庁ホームページ

圏平舟Tホームページにおいて、 r~寛戚

税特設サイト」を開設しています。

定額j嚇見|こ関するパンフレッ卜のほか、

rQ&AJち掲載されており、 1遡寺更新

していますので、 右の

コ欠元/てーコードから

ごE鶴、ください。

田揖届回

議鰭
定額減税特設サイト

〈回・・w Gt ¥iI. :; < 0・・" Gt図書 ，.". ~淘三

【lINE予約の方法】 (注)予約は令和 6年 3月 1日から

STEP1 lINEアプリから「国税庁lINE公式アカ

ウント」を友だち追加 里盆踏胃

友だち追加はこちら 園時 揮記~盈
国間欄

STEP2 rトークJ画面から「申告相談又は説明会

出席の申込」を選択

STEP3 税務署・会場・希望日時・参加人数を選択

STEP4 内容を確認して「申込Jをタップすれば完了

【電話予約】彦根税務署法人課税第 1部門

0749-22・7751(直通)
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申込メニュー
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+:t・.慢について銅線じたパン
フレット忽ど‘国民庁公F蝿険して

いるまE圃彊院に聞する情・It、宜

圃嵐駁拘置ザイトでも入手・聞置
することがで埋ま....
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・lt・翼民制度にお"る槍与の蛮
血目既成に闘するー健闘伝ご寝聞や
ご網厩陰、信与支払・向付所伺限
定.，医院コールセンターでも置付
付付ていまぜ.
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